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荷取方法の安全性をさらに高くするために、以下の項目を追記
した。
①ナイロンスリングは、最大使用荷重１t以上のベルトスリング
E形（両端アイ形）を使用する。チョーク吊りとし、充分絞り
込む。ナイロンスリングの幅が広く絞りきれない場合は、ス
リング用ジョイントシャックルを併用する。

②荷崩れ防止のために、ECP長手方向にECP用補助ベルトを使
用する。１ユニット中に、長さ・幅が異なるECPが混在して
いる場合は、短手方向にも荷締ベルトを使用する。

③吊り角度が60°を越える場合は、吊り代調整金具を併用する。

労働安全衛生規則が2018年6月19日に改正され、高
所作業での、原則フルハーネス型の墜落制止用器具の使
用が義務づけられた。現在使っている安全帯は2022年
1月1日まで着用できる。またこの改正にともない、安
全衛生特別教育規程が改正された。
高さが2ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困
難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を
用いて行う作業に従事する労働者については、6時間の
特別教育を実施しなければならないこととされた。

（2019年5月第2版追記）
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第1章　概　要

1.　ECPの安全作業

（1）ECP作業の現状

（2）ECP作業の安全対策

2.　参考（ECPの内容）

（1）ECPの概要

（2）ECPの規格・仕様

全産業の中で、建設業界は死亡事故が多いという不名誉な記録を更新し
続けている。事故防止対策は、元請・下請を問わず最優先で取り組んで
いるが、事故が無くならないのが現状である。ECP施工においても、
荷取時や建込み時にECPを落下させると大事故につながるため、ECP
協会の会員各社では安全作業の指導を行っているが、作業効率を優先す
るあまり、安全作業を守らない現場も見受けられる。
ECP協会では、作業の中でも特に大事故につながりやすい荷取作業に
ついて、「ECP施工標準仕様書」の中で具体的な玉掛方法を2例紹介し
てきたが、「三角スリング＋補助ベルト」は「ナイロンスリング＋補助
ベルト」に比べて安全性が劣ることから、この方法による荷揚げを禁止
し、「ECP工事標準仕様書（第2版）」からも削除した。
しかし、「ナイロンスリング＋補助ベルト」の方法は作業効率が悪いこ
とから、ECP協会では、安全性と作業性を確保できる治具の開発に取
り組んだ。その結果、改良型補助ベルトの仕様化が実現し、これを新た
な安全作業標準とした。本書は、この「ナイロンスリング＋改良型補助
ベルト」での荷取方法を中心にECPの安全作業標準をまとめたもので
ある。

ECP施工にあたっては、「建築工事安全技術指針・同解説（公共建築協
会）」、「ECP施工標準仕様書」、「ECP安全作業標準書（本書）」の
記載事項に基づき、安全関係書類及び施工要領書を作成し、安全管理に
努めていただきたい。

ECP（押出成形セメント板、Extruded Cement Panel）は、主とし
て中高層の鉄骨造建築物の外壁および間仕切壁に用いる材料で、セメン
ト・けい酸質原料および繊維質原料を主原料として、中空を有する板状
に押出成形しオートクレーブ養成したパネルである。

ECPは、曲げ強度などの力学性能及び耐水、耐久性、難燃性などの、建築
材料としての基本的性能に優れている。また、工場でプレカットされた
製品を乾式工法で取り付けるため施工性が良く、現場内での廃材の発生
が少ない建築材料である。ECPは、1970年（昭和45年）より中低層
の鉄骨造建築物の外壁及び間仕切壁に使用され、近年、建設技術の多様
化に適合した材料として安定した需要が続いている。2003年（平成
15年）には、日本工業規格（JIS A 5441）が制定されている。

①材料規格
　・ECP………JIS A 5441 押出成形セメント板（ECP）による。
　・留付金具…ECP施工標準仕様書による。

②施工仕様
　　以下の仕様書等に基づき施工要領書を作成する。

　　○公共建築工事標準仕様書（公共建築協会）
　　○建築工事監理指針（公共建築協会）
　　○JASS 27　乾式外壁工事（日本建築学会）
　　○ECP施工標準仕様書（ECP協会）

JIS A 5441 押出成形セメント板（ECP）抜粋

50
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900,1000,1200

600

605以下

5,000以下

表面形状による種類 形状例 働き幅厚　さ 長　さ

デザインパネル

表面にリブ及び
エンボスを施したパネル（　　　　　　　）
タイルベースパネル

表面にタイル張付け用
あり溝形状を施したパネル（　　　　　　　）

フラットパネル

表面を平滑にしたパネル（　　　　　　　）

記　号

F

D

T

著しい割れ、膨れ、剥離がなく
かつ質量変化率が5％以下

素材比重

1.7以上

曲げ強度
N/mm2

17.6以上

耐衝撃性

割れ、貫通する亀裂
があってはならない

含水率
％

8以下

吸水率
％

18以下

吸水による
長さ変化率

％

0.07以下

難燃性

難燃1級

耐凍結融解性

性　能

外観基準

割れ、貫通する亀裂

欠点の種類

汚 れ 、 き ず

反 り 、 ね じ れ

判　　　定

著しく目立つものであってはならない

使用上支障があってはならない

使用上支障があってはならない

あってはならない

種　類

欠け、異物の混入

ECP施工標準仕様書

三角スリングの荷揚げ時の使用を禁止した

（第1版） （第2版）
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1.　安全組織

2.　安全衛生責任者の職務

3.　職長の職務

4.　職長の具体的職務

 （1）作業着手前の指示

（2）作業分担及び作業員の配置
の決定

（3）作業設備の安全と環境条件
の保持

（4）作業中の指示と監視

（5）保護具の使用等の監視

（6）材料の欠陥の有無の点検

（7）安全作業打合せ会議への出席

　
混在作業現場では、元請業者は「労働安全衛生法」により、安全衛生管
理体制を整える。ECP作業員は、一般的には元請業者からの一次下請業
者または二次下請業者となる。下請業者は安全衛生責任者と職長を選任し、
安全管理を行う。

①統括安全衛生責任者との連絡。
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
③統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項のうち、当該請負人に係わ
　るものの実施についての管理。
④関係請負人が、その労働者の作業の実施に関し作成する計画と、特定
　元方事業者が作成する計画との整合性を図るための統括安全衛生責任
　者との調整。
⑤混在作業によって生ずる労働災害に係わる危険の有無の確認。
⑥仕事の一部を再下請させる場合は、後次の請負人の安全衛生責任者と
　の連絡調整。

①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
②労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③作業設備及び作業場所の保守管理に関すること。
④異常時等における措置に関すること。
⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

①作業範囲、工程の指示をする。
②材料の保管場所、運搬方法を指示する。
③作業区分、手順、安全衛生上の注意を指示する。
④作業員の健康状態、服装、保護具を確認し適正な配置をする。
⑤火気使用時は、消化器具の用意をする。

①技能、経験により決定する。
②年少者、高齢者に対して気配りをし、高所作業には就かせない。

①仮設設備の使用条件を指示する。
②上下作業をやらないよう指示する。
③仮設設備を変更するときは、元請責任者と打合せの上変更し、作業終
　了後は現状復帰をする。

①現場に常駐し直接作業の指示をする。
②付属材、工具の揚げ降ろしは吊袋、吊ロープを使用するように指示する。
③作業方法の誤り、不安全行動、不良箇所の発見に務め、その場で是正
　の指示をする。

①保護帽、フルハーネス型安全帯、安全靴、保護メガネ、粉じんマスク
　の使用状況、服装を確認する。
②喫煙は所定の場所で行う。

①欠品等の確認をする。
②目視により破損の有無を確認し、異常のある物は除去する。

①当日、翌日の安全作業及び他職との連絡と調整を行う。

●作業所の規模により、安全衛生
責任者と職長を兼務する場合が

　ある。

●安全衛生責任者教育を終了した者

●職長教育を終了した者

●年少者の就業制限業務について
　は、年少者労働基準規則（第7条、
　第8条）による。

第2章　事前確認

作業項目 作業内容 注意事項
安全衛生責任者と職長の職務の区分

統括安全衛生責任者

① ④① ④ ①④

⑤

③② ② ③② ②

②

（安衛法第16条）（安衛則第19条）

※上図の番号・記号を下記に示す

安全衛生責任者の職務

①　統括安全衛生責任者との連絡 

②　統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 

③　統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理 

④　関係請負人が、その労働者の作業の実施に関し作成する計画と、特定元方事業者が作成する計画との整合性を

図るための統括安全衛生責任者との調整 

⑤　混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認 

⑥　仕事の一部を再下請させる場合は、後次の請負人の安全衛生責任者との連絡調整

　　作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 

　　労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 

　　作業設備及び作業場所の保守管理に関すること 

　　異常時等における措置に関すること 

　　その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 

職長の職務 （安衛法第60条）（安衛則第40条）

元請業者

安全衛生責任者

他職種一次下請業者

職　長

他職種一次下請業者

作業員

他職種一次下請業者

安全衛生責任者

ECP一次下請業者

職　長

ECP一次下請業者

作業員

ECP一次下請業者

安全衛生責任者

ECP一次下請業者

安全衛生責任者兼職長

ECPニ次下請業者

② ⑥

一次下請業者の作業員が作業
を行う場合

ニ次下請業者の作業員が作業
を行う場合

作業員

ECPニ次下請業者

⑤
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1.　安全組織

2.　安全衛生責任者の職務

3.　職長の職務

4.　職長の具体的職務

 （1）作業着手前の指示

（2）作業分担及び作業員の配置
の決定

（3）作業設備の安全と環境条件
の保持

（4）作業中の指示と監視

（5）保護具の使用等の監視

（6）材料の欠陥の有無の点検

（7）安全作業打合せ会議への出席

　
混在作業現場では、元請業者は「労働安全衛生法」により、安全衛生管
理体制を整える。ECP作業員は、一般的には元請業者からの一次下請業
者または二次下請業者となる。下請業者は安全衛生責任者と職長を選任し、
安全管理を行う。

①統括安全衛生責任者との連絡。
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
③統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項のうち、当該請負人に係わ
　るものの実施についての管理。
④関係請負人が、その労働者の作業の実施に関し作成する計画と、特定
　元方事業者が作成する計画との整合性を図るための統括安全衛生責任
　者との調整。
⑤混在作業によって生ずる労働災害に係わる危険の有無の確認。
⑥仕事の一部を再下請させる場合は、後次の請負人の安全衛生責任者と
　の連絡調整。

①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
②労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③作業設備及び作業場所の保守管理に関すること。
④異常時等における措置に関すること。
⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

①作業範囲、工程の指示をする。
②材料の保管場所、運搬方法を指示する。
③作業区分、手順、安全衛生上の注意を指示する。
④作業員の健康状態、服装、保護具を確認し適正な配置をする。
⑤火気使用時は、消化器具の用意をする。

①技能、経験により決定する。
②年少者、高齢者に対して気配りをし、高所作業には就かせない。

①仮設設備の使用条件を指示する。
②上下作業をやらないよう指示する。
③仮設設備を変更するときは、元請責任者と打合せの上変更し、作業終
　了後は現状復帰をする。

①現場に常駐し直接作業の指示をする。
②付属材、工具の揚げ降ろしは吊袋、吊ロープを使用するように指示する。
③作業方法の誤り、不安全行動、不良箇所の発見に務め、その場で是正
　の指示をする。

①保護帽、フルハーネス型安全帯、安全靴、保護メガネ、粉じんマスク
　の使用状況、服装を確認する。
②喫煙は所定の場所で行う。

①欠品等の確認をする。
②目視により破損の有無を確認し、異常のある物は除去する。

①当日、翌日の安全作業及び他職との連絡と調整を行う。

●作業所の規模により、安全衛生
責任者と職長を兼務する場合が
　ある。

●安全衛生責任者教育を終了した者

●職長教育を終了した者

●年少者の就業制限業務について
　は、年少者労働基準規則（第7条、
　第8条）による。

第2章　事前確認

作業項目 作業内容 注意事項
安全衛生責任者と職長の職務の区分

統括安全衛生責任者

① ④① ④ ①④

⑤

③② ② ③② ②

②

（安衛法第16条）（安衛則第19条）

※上図の番号・記号を下記に示す

安全衛生責任者の職務

①　統括安全衛生責任者との連絡 

②　統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 

③　統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理 

④　関係請負人が、その労働者の作業の実施に関し作成する計画と、特定元方事業者が作成する計画との整合性を

図るための統括安全衛生責任者との調整 

⑤　混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認 

⑥　仕事の一部を再下請させる場合は、後次の請負人の安全衛生責任者との連絡調整

　　作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 

　　労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 

　　作業設備及び作業場所の保守管理に関すること 

　　異常時等における措置に関すること 

　　その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 

職長の職務 （安衛法第60条）（安衛則第40条）

元請業者

安全衛生責任者

他職種一次下請業者

職　長

他職種一次下請業者

作業員

他職種一次下請業者

安全衛生責任者

ECP一次下請業者

職　長

ECP一次下請業者

作業員

ECP一次下請業者

安全衛生責任者

ECP一次下請業者

安全衛生責任者兼職長

ECPニ次下請業者

② ⑥

一次下請業者の作業員が作業
を行う場合

ニ次下請業者の作業員が作業
を行う場合

作業員

ECPニ次下請業者

⑤
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①5t未満クレーン特別教育修了者（またはこれを上回る資格者）
②玉掛技能講習修了者

①JIS溶接技能者またはアーク溶接特別教育修了者
②特定粉じん特別教育修了者

①研削砥石取替業務特別教育修了者
②特定粉じん特別教育修了者

①巻き上げ機特別教育修了者

作業の内容により、P7表の資格が必要な場合がある。

①安全掲示板及び作業箇所に標示する。

①作業場所の状況を確認する。
②他職種との工程を調整する。

①保護帽のあごひも、ハンモック、帽体の点検をする。
②フルハーネス型安全帯のロープのキズの点検をする。
③保護メガネの割れの点検をする。
④防じんマスクのフィルター弁の点検をする。
⑤安全靴又は安全地下足袋を履く。（滑りやすい履物は禁止）

①危険区域を囲い標示する。
②他の関連職種に周知徹底させる。

①材料、工具等のあと片付けと、整理整頓を行う。
②残材は１ヶ所に集積し清掃を行う。
③翌日の作業の段取りをする。

①緊急処置をすると共に統括安全衛生責任者に報告し指示に従う。
②事故を速やかに会社へ報告する。

①強風、雨、落雷時の作業は統括安全衛生責任者と打合せの上、中止
　する。
②高所での夜間作業は避ける。

●ウィンチレール使用時はクレーン
　運転士が必要。

●ECP取扱い時は、安全靴または
　安全地下足袋を履く。
●有効に機能するよう点検整備する。

●連絡系統を明確にする。

・作業手順

・作業位置

・玉掛け方法、合図方法

・立入禁止措置

・治具の点検

・服装と保護具の点検

第2章　事前確認

作業項目 作業内容 注意事項

5.　有資格者の確認

（1）荷揚げ時に必要な資格者

（2）下地鋼材溶接時に必要な資
格者

（3）丸のこ、アングルカッター
使用時に必要な資格者

（4）建て込み用ウインチ使用時
に必要な資格者

（5）その他

6.　作業前後の安全点検

（1）安全衛生責任者と職長の
選任と標示

（2）施工要領書により安全衛生
責任者及び作業職長による
作業手順の打合せ

（3）保護具の機能の点検

（4）立入り禁止区域の確認

（5）作業終了後のあと片付け

（6）異常事態発生時の処置

（7）その他

ク

　レ

　ー

　ン

　等

建
設
機
械
等

荷
役
運
搬
機
械
等

区　分

巻上げ機

グライン
ダー

粉じん

労　働　者 業　務　内　容 規　則　条　文資　格　要　件

移動式クレーン運転士

建設用リフト
運　転　士

玉掛作業者

巻き上げ機運転者

研削といし取替
試運転作業者

特定粉じん
作　業　者

高所作業車運転者

つり上げ荷重が5ｔ以上の移動式クレーンの運転。

つり上げ荷重が1ｔ以上5ｔ未満の移動式クレーンの

運転。

つり上げ荷重が1ｔ未満の移動式クレーンの運転。

建設用リフトの運転の業務。

つり上げ荷重が1ｔ以上のクレーン、移動式クレーン

又はデリックの玉掛け。

つり上げ荷重が1ｔ未満のクレーン、移動式クレーン

又はデリックの玉掛け。

動力駆動の巻上げ機（電気ホイスト、エアーホイスト

及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを
除く。）の運転。

研削といしの取替え又は取替え時の試運転。

常時特定粉じん作業に係わる業務。

作業床の高さが10メートル以上の運転の業務。

（道路上を走行させる運転を除く。）

作業床の高さが10メートル未満の運転の業務。

（道路上を走行させる運転を除く。）

安衛令20（7）
クレーン則68

安衛令20（7）
クレーン則68

免許者（移動式クレーン
運転士）又は技能講習
修了者

安衛則36（16）
クレーン則67

安衛則36（18）
クレーン則183

安衛令20（16）
クレーン則221

安衛則36（19）
クレーン則222

安衛則36（11）

安衛則36（1）

安衛則36（29）
粉じん則22

安衛令20（15）

安衛則36

（10の5）

免許者（移動式クレーン

運転士）

特別教育修了者

特別教育修了者

技能講習修了者

特別教育修了者

特別教育修了者

溶　接

ガス溶接作業者
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は
過熱の業務。

安衛令20（10）技 能 講 習 修 了 者

JIS溶接技能者または
アーク溶接作業者

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務。 安衛則36（3）J I S  Z  3 8 0 1

特 別 教 育 修 了 者

特 別 教 育 修 了者

特別教育修了者

技能講習修了者

特別教育修了者

フォークリフト
運　　転　　者

最大荷重が1ｔ以上のフォークリフトの運転の業務。

（道路上の走行運転を除く。）

最大荷重が1ｔ未満のフォークリフトの運転の業務。

（道路上の走行運転を除く。）

安衛令20（11）

安衛則36（5）

技 能 講 習 修 了 者

特 別 教 育 修了者

危険有害業務に従事する労働者で資格（免許・技能講習・特別教育）を必要とする者の一覧表（抜粋）

※高所作業には、フルハーネス型安全帯を使用する。
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①5t未満クレーン特別教育修了者（またはこれを上回る資格者）
②玉掛技能講習修了者

①JIS溶接技能者またはアーク溶接特別教育修了者
②特定粉じん特別教育修了者

①研削砥石取替業務特別教育修了者
②特定粉じん特別教育修了者

①巻き上げ機特別教育修了者

作業の内容により、P7表の資格が必要な場合がある。

①安全掲示板及び作業箇所に標示する。

①作業場所の状況を確認する。
②他職種との工程を調整する。

①保護帽のあごひも、ハンモック、帽体の点検をする。
②フルハーネス型安全帯のロープのキズの点検をする。
③保護メガネの割れの点検をする。
④防じんマスクのフィルター弁の点検をする。
⑤安全靴又は安全地下足袋を履く。（滑りやすい履物は禁止）

①危険区域を囲い標示する。
②他の関連職種に周知徹底させる。

①材料、工具等のあと片付けと、整理整頓を行う。
②残材は１ヶ所に集積し清掃を行う。
③翌日の作業の段取りをする。

①緊急処置をすると共に統括安全衛生責任者に報告し指示に従う。
②事故を速やかに会社へ報告する。

①強風、雨、落雷時の作業は統括安全衛生責任者と打合せの上、中止
　する。
②高所での夜間作業は避ける。

●ウィンチレール使用時はクレーン
　運転士が必要。

●ECP取扱い時は、安全靴または
　安全地下足袋を履く。
●有効に機能するよう点検整備する。

●連絡系統を明確にする。

・作業手順

・作業位置

・玉掛け方法、合図方法

・立入禁止措置

・治具の点検

・服装と保護具の点検

第2章　事前確認

作業項目 作業内容 注意事項

5.　有資格者の確認

（1）荷揚げ時に必要な資格者

（2）下地鋼材溶接時に必要な資
格者

（3）丸のこ、アングルカッター
使用時に必要な資格者

（4）建て込み用ウインチ使用時
に必要な資格者

（5）その他

6.　作業前後の安全点検

（1）安全衛生責任者と職長の
選任と標示

（2）施工要領書により安全衛生
責任者及び作業職長による
作業手順の打合せ

（3）保護具の機能の点検

（4）立入り禁止区域の確認

（5）作業終了後のあと片付け

（6）異常事態発生時の処置

（7）その他

ク

　レ

　ー

　ン

　等

建
設
機
械
等

荷
役
運
搬
機
械
等

区　分

巻上げ機

グライン
ダー

粉じん

労　働　者 業　務　内　容 規　則　条　文資　格　要　件

移動式クレーン運転士

建設用リフト
運　転　士

玉掛作業者

巻き上げ機運転者

研削といし取替
試運転作業者

特定粉じん
作　業　者

高所作業車運転者

つり上げ荷重が5ｔ以上の移動式クレーンの運転。

つり上げ荷重が1ｔ以上5ｔ未満の移動式クレーンの

運転。

つり上げ荷重が1ｔ未満の移動式クレーンの運転。

建設用リフトの運転の業務。

つり上げ荷重が1ｔ以上のクレーン、移動式クレーン

又はデリックの玉掛け。

つり上げ荷重が1ｔ未満のクレーン、移動式クレーン

又はデリックの玉掛け。

動力駆動の巻上げ機（電気ホイスト、エアーホイスト

及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを
除く。）の運転。

研削といしの取替え又は取替え時の試運転。

常時特定粉じん作業に係わる業務。

作業床の高さが10メートル以上の運転の業務。

（道路上を走行させる運転を除く。）

作業床の高さが10メートル未満の運転の業務。

（道路上を走行させる運転を除く。）

安衛令20（7）
クレーン則68

安衛令20（7）
クレーン則68

免許者（移動式クレーン
運転士）又は技能講習
修了者

安衛則36（16）
クレーン則67

安衛則36（18）
クレーン則183

安衛令20（16）
クレーン則221

安衛則36（19）
クレーン則222

安衛則36（11）

安衛則36（1）

安衛則36（29）
粉じん則22

安衛令20（15）

安衛則36

（10の5）

免許者（移動式クレーン

運転士）

特別教育修了者

特別教育修了者

技能講習修了者

特別教育修了者

特別教育修了者

溶　接

ガス溶接作業者
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は
過熱の業務。

安衛令20（10）技 能 講 習 修 了 者

JIS溶接技能者または
アーク溶接作業者

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務。 安衛則36（3）J I S  Z  3 8 0 1

特 別 教 育 修 了 者

特 別 教 育 修 了 者

特別教育修了者

技能講習修了者

特別教育修了者

フォークリフト
運　　転　　者

最大荷重が1ｔ以上のフォークリフトの運転の業務。

（道路上の走行運転を除く。）

最大荷重が1ｔ未満のフォークリフトの運転の業務。

（道路上の走行運転を除く。）

安衛令20（11）

安衛則36（5）

技 能 講 習 修 了 者

特 別 教 育 修 了者

危険有害業務に従事する労働者で資格（免許・技能講習・特別教育）を必要とする者の一覧表（抜粋）

※高所作業には、フルハーネス型安全帯を使用する。
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標準荷取に使用する工具類

7.　使用工具の点検

（1）電動工具

（2）仮設電源

8.　玉掛け用工具の点検

（1）ベルトスリングE形

（2）吊り代調整金具

（3）スリング用　　　　　　　
　　  ジョイントシャックル

（4）ECP用補助ベルト

（5）荷締ベルト

（6）専用パレット

（7）システムクランプ

①電動ドリル、巻上げ機、電動丸のこ、集じん機の持込み時の点検をし、
　持込み表を記入して受理票シールを貼る。
②丸のこ、ディスクグラインダー、アングルカッターの点検は、研削砥
　石取替業務特別教育修了者が行う。

①リレーアース、ボディーアースを必ずとる。
②年次点検を行う。

①ストランドの切断、著しい損傷または腐食の有無を検査する。
　11ページの図参照。

①吊り角度が60°以下になるように調整する。
　9ページの図参照。

①ベルトスリングの幅が広い場合に、必要に応じて使用する。
　9ページの図参照。

①荷くずれ防止を目的に、必ず使用する。
②補助ベルトは、ECP協会仕様のものとする。
③必要に応じ、シャックルも併用する。
④ベルトの長さは、ECPの長さに適したものとする。

①荷くずれ防止を目的に、必要に応じて使用する。
　9ページの図参照。

①専用パレットの仕様は、各製造業者が定めたものとする。
②老朽化していないか目視により点検する。

補助ナイロンスリングを併用する。
10ページの図参照。

　

●2本の長さを比べ延びていない
　か検査する。
●メーカーの廃棄基準に準じる。

第2章　事前確認

作業項目 作業内容 注意事項
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30cm

セイフティフック金物

巾45～50mmカムバックル

（ナイロンスリングのアイ部
しぼりに掛けるフックとする

800cm（ECP長さ5mの場合）

30cm
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ベルトの種類と仕様

木製または一部金属製

専用補助ベルト専用パレット

タイプ
製品名・型番

（ECPが5mの場合の型番）

カムバックル式

テザック ラッシングベルト

C15K FD003-FD080A

タムラ ラッシングベルト

S3-0.3-TC11-8-TC11-0.3-S3

※発注の際にはイラスト画で型番の確認を行って下さい。

ECPが5mの場合　ベルト長さは8m
ECPが4mの場合　ベルト長さは7m　　　 が標準
ECPが3mの場合　ベルト長さは5.5m｝｝

電動工具の種類と仕様

荷締ベルト

電動ウィンチ

ECP用システムクランプ 集じん機

電動ドリル

丸　鋸

ベルトスリングE形
（両端アイ形）

吊り代調整金具
（長さ調整付チェーン）

スリング用ジョイントシャックル



30cm

セイフティフック金物

巾45～50mmカムバックル

（ナイロンスリングのアイ部
しぼりに掛けるフックとする

800cm（ECP長さ5mの場合）

30cm
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ベルトの種類と仕様

木製または一部金属製

専用補助ベルト専用パレット

タイプ
製品名・型番

（ECPが5mの場合の型番）

カムバックル式

テザック ラッシングベルト

C15K FD003-FD080A

タムラ ラッシングベルト

S3-0.3-TC11-8-TC11-0.3-S3

※発注の際にはイラスト画で型番の確認を行って下さい。

ECPが5mの場合　ベルト長さは8m
ECPが4mの場合　ベルト長さは7m　　　 が標準
ECPが3mの場合　ベルト長さは5.5m｝｝

電動工具の種類と仕様

荷締ベルト

電動ウィンチ

ECP用システムクランプ 集じん機

電動ドリル

丸　鋸

ベルトスリングE形
（両端アイ形）

吊り代調整金具
（長さ調整付チェーン）

スリング用ジョイントシャックル



1,000以上
（横張時は1,500以上）

敷　板
300～400

壁つなぎ用金具

ジャッキ型ベース金具

墜落防護
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第3章　仮設準備

作業項目 作業内容 注意事項

L

D

枠組足場

 L≧ℓ+1（m）　ℓ：ECP最大長

D≧L　　2

ステージ長さ

　ステージ幅

荷取り用ステージ　床の例と注意事項

1.　荷揚げ荷取り方法の打合せ

2.　搬入経路及び荷揚げ場所の
確認

3.　足場の仮設

（1）足場の仕様

（2）足場控えの仕様

4.　荷取り用ステージ・床

①掲重機の種類を決定する。
②荷揚げ・荷取りの方法を打合せ決定する。

①搬入経路及び荷揚げ場所の障害物を取り除く。
②荷取りステージ、ストックヤードを確認する。
③立入禁止等の措置をとる。

①外足場は枠組足場とする。
②内足場は枠組足場またはローリングタワーなどとする。
③外足場は、ECP外面から300～400mm程度離す。
④足場2層ごと、または建屋床面ごとに墜落防護を設ける。
⑤最上部布は、ECP頂部より1m程度高くする。

①足場控えは法令に従い正しく取リ付けてもらう。
②ECP建込時には、専用つなぎ金物を使用する。

①ステージの許容荷重と吊り荷の重量とを確認する。
②手摺り(H＝900～1,100)・及び幅木を設けるよう元請業者と打ち
　合わせる。
③床の段差はないように調整する。

●現場条件により枠組足場が不可能
　な場合は、元請業者と協議する。
●横張工法の場合、ECP頂部より
　1.5～2m程度必要。

●もり替える場合は元請業者の指
　示に従う。
●壁つなぎは、垂直方向9m以内、
　水平方向8m以内に設置する。

●ステージと床のレベルが同一と
　なるよう元方と打ち合わせる。
●やむをえず段差がつく場合は、
　さん橋の勾配は1/15～1/20を
　目安とする。

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg
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3.　足場の仮設
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①掲重機の種類を決定する。
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③外足場は、ECP外面から300～400mm程度離す。
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①足場控えは法令に従い正しく取リ付けてもらう。
②ECP建込時には、専用つなぎ金物を使用する。

①ステージの許容荷重と吊り荷の重量とを確認する。
②手摺り(H＝900～1,100)・及び幅木を設けるよう元請業者と打ち
　合わせる。
③床の段差はないように調整する。

●現場条件により枠組足場が不可能
　な場合は、元請業者と協議する。
●横張工法の場合、ECP頂部より
　1.5～2m程度必要。

●もり替える場合は元請業者の指
　示に従う。
●壁つなぎは、垂直方向9m以内、
　水平方向8m以内に設置する。

●ステージと床のレベルが同一と
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最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg
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・品種、寸法、数量の確認

・外観検査

・荷姿の検査

スペーサー ECP

1ユニット
（1t未満）

1.  荷姿基準

（1）標準荷姿

（2）積込み

（3）ユニットの積み重ね

2.　荷受け

荷取り単位を1つのユニットとし、1ユニットは原則として次の条件を満
たすものとする。
①重　量　　　　　　1,000kg未満
②高　さ　　　　　　1.0m以下

輸送中は原則として角材方式とする。ただし、納入先の事情によっては
特別に協議し、パレット方式も採用する。

①同一サイズユニットの場合
　・ユニット積重ね高さは1.5m以下とする。
　・ユニットとユニットの間にはスペーサーを設置する。
　・スペーサーは最下段ユニットの受角材の上部と同一線上に設置する。
②異種サイズユニットの場合
　・長いユニットを下段とする。
　・上段の短いユニットは、下段の長いユニットと互いに中心を合わせ
　　て積重ねる。
　・スペーサーは下部ユニットの受角材の上部と同一線上に設置する。

①指定場所に車をつける。
②シート、ワイヤー及び受角材を取り除き、作業がしやすいように整理
　する。
③荷揚げ前に、次の事項を目視検査する。
　・荷崩れはないか
　・材料の欠け、割れはないか
　・クラックはないか
　・送り状との照合をする

●積荷の上には乗らない。
●異常のある材料は取り除くと同
　時に、製造会社に速やかに連絡
　をする。

標準荷姿第4章　荷受け

作業項目 作業内容 注意事項

面幅が通常品の1/2以上の荷姿例

1ユニットの例

幅カット品の荷姿例

短尺品の荷姿例

荷上げ時に行ってはならない荷姿

・2ユニット以上の荷姿 ・リン木を挟んだ荷姿 ・ユニットの上に副資材・施工機械を乗せる
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第5章　標準荷揚げ

作業項目 作業内容 注意事項

（1）揚重機オペレーターとの打合せ

（2）玉掛けの準備
　

（3）玉掛けの作業
（ナイロンスリング）

（4）地切りの合図

（5）補助ベルト掛け

（6）巻き上げ（1次）

（7）旋回の開始

（8）旋回の停止

（9）巻き上げ（2次）

（10）定位置へ吊り荷を誘導する

（11）吊り荷の着床

（12）ECPの置場への移動

（13）保管（仮置き）

①合図の方法及び合図者を確認する。
②揚重単位と揚重経路を確認する。
③揚重経路内は立入禁止措置をとる。

①治具やECPが異物をかんでいないか確認する。

①ナイロンスリングと補助ベルトにて玉掛けを行う。

①合図者は玉掛け作業者に作業の完了を確認し、オペレータ－へ地切り
　の合図を行う。
②地切りは床上15～30cm程度とし、左右のバランスを確認する。

①地切り後、ナイロンスリングの寄りを防止する為に、ECP長手方向に
　補助ベルトを掛ける。
②補助ベルトは、ねじれのないことを確認し、セフティフックをナイロン
　スリングのアイ部分に掛けて、バックル部で締め込む。

①補助ベルト掛け終了後巻き上げの合図を行う。
②地切り位置よりさらに1m程度巻き上げる。

①周辺に障害物がない事を確認し、オペレーターに旋回の合図を送る。

①巻き上げ地点まで吊り荷を移動した後、旋回停止の合図を行う。

①旋回を停止し、吊り荷の状態を目視、確認した後、巻上げ開始の合図  
　を行う。
②巻き上げ途中の吊り荷の状態を常に観察し、随時オペレーターに連絡
　を送る。
③吊り荷が所定の位置に上がった時点で、巻き上げを停止する。

①スローの合図を送りながら、吊り荷を荷取り場所付近へ誘導する。

①着床場所に台車又は輪木を用意する。
②所定の位置に吊り荷がある事を確認し、オペレーターに合図を送
り巻き下げる。

③床上15～30cmで一旦停止し、補助ベルトを外す。
④再度位置を確認してオペレーターに巻き下げ合図を送る。
⑤ナイロンスリングをECPから外す。

①運搬路の凸凹、急勾配に注意し小運搬する。

①積上高さは、1m以下とする。

●合図法を熟知する。
●合図はハッキリと明確に行う。
●吊り荷の重量を正確に把握する。
●人の頭上を運搬経路に選ばない。
●物量・重量を周知しておく。

●使用前に治具の点検をする。

●吊り荷の重心の真上にフックを
　誘導する。
●左右のバランスに注意する。
●必ず1ユニット（1t未満）ずつ
　荷揚げする。　
●2本のナイロンスリングの角度
　は60°以下とする。

●フックの位置と吊り荷の重心を
　合わせる。
●左右のバランスに注意する。
●フックの中心にナイロンスリン
　グが掛かっているか確認する。
●荷振れに注意する。
●吊り荷が不安定のときは巻き下
　げてやり直す。

●ベルトの締まり具合を確認する。
●アイ部分が太い場合は、シャック
　ルを使用する。

●巻き上げ時は、吊り荷から離れる。

●合図者は、トラックや巻き上げ
　地点から離れた所に立つ。
●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。
●作業半径内は立入禁止とする。
●吊り荷の下には入らない。
●合図はハッキリと行う。

●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。

●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。

●荷卸し場所の周囲を整理する。

●台車のころび止めをする。
●1.5m以上で墜落、転落が予測
　される所の作業では安全帯を使
　用する。
●手足をはさまれないよう注意する。

●足を踏まれないよう注意する。
●小運搬中は走らない。　　　

●副資材等の飛散防止を行う。
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建設作業現場例

・合図者は、吊り荷から目を離さない
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第5章　標準荷揚げ
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●物量・重量を周知しておく。

●使用前に治具の点検をする。

●吊り荷の重心の真上にフックを
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●必ず1ユニット（1t未満）ずつ
　荷揚げする。　
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　グが掛かっているか確認する。
●荷振れに注意する。
●吊り荷が不安定のときは巻き下
　げてやり直す。

●ベルトの締まり具合を確認する。
●アイ部分が太い場合は、シャック
　ルを使用する。

●巻き上げ時は、吊り荷から離れる。

●合図者は、トラックや巻き上げ
　地点から離れた所に立つ。
●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。
●作業半径内は立入禁止とする。
●吊り荷の下には入らない。
●合図はハッキリと行う。

●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。
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●荷卸し場所の周囲を整理する。

●台車のころび止めをする。
●1.5m以上で墜落、転落が予測
　される所の作業では安全帯を使
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建設作業現場例

・合図者は、吊り荷から目を離さない

・作業半径内は立入禁止とする

・吊り荷の下には入らない
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四輪台車にのせ作業場へ

補助ベルトを外す

4
ー
ℓ

2
ー
ℓ

4
ー
ℓ

ナイロンスリングを掛ける

15～30cm

→

→

引っ張る 引っ張る
→

荷を置いたまま、ナイロンスリングを掛ける。
ナイロンスリングのアイ部分にフック付金物
を引っ掛けて引っ張りECPに掛ける。

地切りして、バランスを見る

標準荷姿 補助ベルトを締める

補助ベルトを掛ける

地切り

－19－

→

→

拡大図

→

・左右のバランスはよいか

・スリングはしっかり締まっているか

・補助ベルトはしっかり締めたか

玉掛け作業者
合図者

・合図者、作業者はトラックから

　離れる

60°以下

　巻き上げ開始

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg
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－19－

→

→

拡大図

→

・左右のバランスはよいか

・スリングはしっかり締まっているか

・補助ベルトはしっかり締めたか

玉掛け作業者
合図者

・合図者、作業者はトラックから

　離れる

60°以下

　巻き上げ開始

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg
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（1）揚重機オペレーターとの打
合せ

（2）ナイロンスリングによる玉
掛け作業（荷台上）

（3）地切りの合図

（4）ECPを専用パレット上に
下ろす。

（5）玉掛け作業（地上）

（6）地切りの合図

（7）巻き上げ（１次）

（8）旋回

（9）巻き上げ（2次）

（10）吊り荷の着床

（11）治具の脱却

①合図方法、合図者を確認する。
②揚重単位、揚重経路を確認する。
③揚重経路内は立入禁止措置をとる。

①パレットを地面に用意する。
②荷姿を確認し、ナイロンスリングで玉掛けを行う。

①合図者が玉掛け作業者に作業の完了を確認し、地切り（15～30cm
　程度）の合図を行う。

①周辺に当たる物がないか確認する。
②オペレーターに合図を送り、パレット上にECPを旋回させる。
③オペレーターに合図を送り、ECPをパレット上15～30cm程度のと
　ころまで巻き下げ、停止させる。
④ECPをパレット上の所定の位置に誘導し、巻き下げの合図を送り、着 
　床させる。

①ECPの位置を確認し、ナイロンスリングを一旦外す。
②パレットの所定の位置に、ナイロンスリングでパレットごとECPに玉 
　掛けを行う。

①合図者が玉掛け作業者に作業の完了を確認し、地切り（15～30cm程度）
　の合図を行う。

①玉掛け終了後、巻き上げの合図を行う。

①周辺に当たる物がないか確認し、オペレーターに旋回の合図を送る。
②所定の位置まで旋回したことを確認し、停止の合図を行う。

①旋回を停止し、吊り荷の状態を目視、確認した後、巻上げ開始の合図  
　を行う。
②巻き上げ途中の吊り荷の状態を常に観察し、随時オペレーターに連絡
　を送る。
③吊り荷が所定の位置に上がった時点で、巻き上げを停止する。

①予定位置近くでスローの合図を行い、床上15～30cm程度の所で一旦
　停止の合図を行う。
②オペレーターに巻き下げの合図を行い静かにECPを降ろす。

①ナイロンスリングをECPのみに掛けなおし、地切りを行う。
②専用パレットから四輪台車へECPを移動する。
③オペレーターに巻き下げの合図を行い、着床したら巻き下げ停止の合
　図を行う。
④自走防止の車止めを確認の上、ナイロンスリングを外す。
⑤治具を一箇所にまとめた後、オペレーターに荷取り完了を伝える。
⑥専用パレットにナイロンスリングを締め付け、治具巻き上げの合図を
　行う。
⑦専用パレットを荷揚げ側に返却する。

第6章　特殊荷揚げ（専用パレット使用）

作業項目 作業内容 注意事項

●合図法を熟知する。
●合図はハッキリと明確に行う。
●吊り荷の重量を正確に把握する。
●人の頭上を運搬経路に選ばない。
●通行禁止とする。
●物量・重量を周知しておく。

●必ず１ユニットずつ玉掛けする。
●吊り荷の重心とフックの位置を
　合わせる。
●2本のナイロンスリングの角度
　は60°以下とする。

●材料のバランスに十分注意する。
●トラックの荷台での作業は吊り
　荷の横振れに注意する。
●吊り荷が不安定の時は、巻き下
　げてやり直す。

●吊り荷から目を離さない。
●吊り荷から離れる。
●合図はハッキリと行う。
●パレット芯とECPの芯を幅、長さ
　方向とも合わせる。
●二人で向かい合って誘導する。

●左右のバランスに注意する。
●吊り荷の重心とフックの位置を
　合わせる。

●材料のバランスに十分注意する。
●吊り荷が不安定の時は、巻き下
　げてやり直す。
●吊り荷の横振れに注意する。

●巻き上げ時は、吊り荷から離れる。

●合図者はトラックや巻き上げ地
　点から離れた所に立つ。
●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。
●作業半径内は立入禁止とする。
●吊り荷の下には入らない。
●合図はハッキリと行う。

●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。

●合図はハッキリと行う。

●四輪台車は2台使用する。
●自走防止の車止めを施す。
●手足を挟み込まれないこと。
●ナイロンスリングは専用パレット
　にしっかり締め付ける。
●合図者は荷揚げ側にきちんと返
 　却されるまで確認する。

建設作業現場例

・合図者は、吊り荷から目を離さない

・作業半径内は立入禁止とする

・吊り荷の下には入らない

・合図はハッキリと行う

巻き上げ（2次）

旋
 回

2次巻き上げ位置

合図者

専用パレット

●

巻き上げ（1次）

●

玉掛作業者

●
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　を送る。
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⑦専用パレットを荷揚げ側に返却する。

第6章　特殊荷揚げ（専用パレット使用）
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●合図法を熟知する。
●合図はハッキリと明確に行う。
●吊り荷の重量を正確に把握する。
●人の頭上を運搬経路に選ばない。
●通行禁止とする。
●物量・重量を周知しておく。

●必ず１ユニットずつ玉掛けする。
●吊り荷の重心とフックの位置を
　合わせる。
●2本のナイロンスリングの角度
　は60°以下とする。

●材料のバランスに十分注意する。
●トラックの荷台での作業は吊り
　荷の横振れに注意する。
●吊り荷が不安定の時は、巻き下
　げてやり直す。

●吊り荷から目を離さない。
●吊り荷から離れる。
●合図はハッキリと行う。
●パレット芯とECPの芯を幅、長さ
　方向とも合わせる。
●二人で向かい合って誘導する。

●左右のバランスに注意する。
●吊り荷の重心とフックの位置を
　合わせる。

●材料のバランスに十分注意する。
●吊り荷が不安定の時は、巻き下
　げてやり直す。
●吊り荷の横振れに注意する。

●巻き上げ時は、吊り荷から離れる。

●合図者はトラックや巻き上げ地
　点から離れた所に立つ。
●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。
●作業半径内は立入禁止とする。
●吊り荷の下には入らない。
●合図はハッキリと行う。

●合図者は、吊り荷から目を離さ
　ない。

●合図はハッキリと行う。

●四輪台車は2台使用する。
●自走防止の車止めを施す。
●手足を挟み込まれないこと。
●ナイロンスリングは専用パレット
　にしっかり締め付ける。
●合図者は荷揚げ側にきちんと返
 　却されるまで確認する。

建設作業現場例

・合図者は、吊り荷から目を離さない

・作業半径内は立入禁止とする

・吊り荷の下には入らない

・合図はハッキリと行う

巻き上げ（2次）

旋
 回

2次巻き上げ位置

合図者

専用パレット

●

巻き上げ（1次）

●

玉掛作業者

●



－22－

専用パレットにECPをのせ、
スリングを掛けかえる

－23－

15～30cm

再度地切りし、吊り上げる

15～30cm

ECPを専用パレットに乗せて
ナイロンスリングを掛け替える

→

地切りして、バランスを見る

地切りする

地切り後、作業者はトラックから離れる

ナイロンスリングを掛ける パレットごと一旦
ステージに置く

スリングを掛け替え
ECPのみ地切りする

専用パレットから四輪
台車に乗せ替える

建物内へ取り込む

30mm

荷を置いたまま、ナイロンスリングを掛ける。

4
ー
ℓ

2
ー
ℓ

4
ー
ℓ

→

地切りして、バランスを見る

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg



－22－

専用パレットにECPをのせ、
スリングを掛けかえる

－23－

15～30cm

再度地切りし、吊り上げる

15～30cm

ECPを専用パレットに乗せて
ナイロンスリングを掛け替える

→

地切りして、バランスを見る

地切りする

地切り後、作業者はトラックから離れる

ナイロンスリングを掛ける パレットごと一旦
ステージに置く

スリングを掛け替え
ECPのみ地切りする

専用パレットから四輪
台車に乗せ替える

建物内へ取り込む

30mm

荷を置いたまま、ナイロンスリングを掛ける。

4
ー
ℓ

2
ー
ℓ

4
ー
ℓ

→

地切りして、バランスを見る

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg

最大荷重

○○○kg



←
←

－25－－24－

（1）小運搬

（2）積置き

（3）輪木の配置

（4）積置き高さ

①運搬通路（幅2m前後）の確保と整備を行う。
②車止めをはずし、材料に衝撃を与えないように保管場所へ運搬する。

①台車で保管場所に運んだ荷は、ハンドパレットで荷受し移動して輪木
　上に積置きをする。

①輪木は、材長4m以下のものは、材端より1/5ℓの位置に左右各1本
　を配置する。
②材長4mをこえるものは、材端より25cm程度の位置に左右各1本及
　び中央に1本の計3点支持とする。

①積置きの高さは、輪木高さに関係なく床上1m以内とする。

[留意点]

①輪木は、ECP幅より長いものを使用し、水平に設置する。
②3点支持の場合は、中央輪木が高いと破損の原因になるので注意する。
③積み置き高さは、輪木高さに関係なく床上1m以内とし、さらにタイル 
　パネルの場合はユニットを重ねないようにする。
④外部に保管する場合は、シートを借用の上、養生を行う。
⑤シートは風で飛ばされないようロープ掛けをする。
⑥素地仕上げを行うECPの外部保管の場合は、地面にビニールの捨て敷 
　きを行い、水や泥はねによる汚れの防止をする。
⑦荷の上に乗ったり、物を乗せたりは、安全上禁止である。
⑧ユニット間でECPを手作業盛り替えする場合などは2人以上で行い、
　指詰めに注意する。

●台車の変形、歪みを点検する。
●車止めをはずす際は、荷が移動
　しない様にしっかり押さえる。

●ハンドパレットは、材の中心を
　確認して差し込む。
●上下動は静かに行う。
●屋内保管を原則とする。
●外部保管の場合は、平坦な場所
　を選定する。
●シート養生を行う。
●輪木は、材料に直角に配置する。

●パネルの上にペットボトルや缶
　飲料を置かない。

←

小運搬用具

小運搬方法

四輪台車をはずす

↑
上に持ち上げる

台木を入れて静かに降ろす

仮置き

ℓ/5 ℓ/53ℓ/5 25cm 25cm中央

1m以内

第7章　小運搬・保管

作業項目 作業内容 注意事項

四輪台車 ハンドパレット

ハンドパレットを入れる

積置き時の輪木の配置

ECPが4m以下の場合 ECPが4mを越える場合

床に不陸がある場合は別途協議する

※ステージなどに出る場合は、フルハーネス型安全帯を使用。



←
←

－25－－24－

（1）小運搬

（2）積置き

（3）輪木の配置

（4）積置き高さ

①運搬通路（幅2m前後）の確保と整備を行う。
②車止めをはずし、材料に衝撃を与えないように保管場所へ運搬する。

①台車で保管場所に運んだ荷は、ハンドパレットで荷受し移動して輪木
　上に積置きをする。

①輪木は、材長4m以下のものは、材端より1/5ℓの位置に左右各1本
　を配置する。
②材長4mをこえるものは、材端より25cm程度の位置に左右各1本及
　び中央に1本の計3点支持とする。

①積置きの高さは、輪木高さに関係なく床上1m以内とする。

[留意点]

①輪木は、ECP幅より長いものを使用し、水平に設置する。
②3点支持の場合は、中央輪木が高いと破損の原因になるので注意する。
③積み置き高さは、輪木高さに関係なく床上1m以内とし、さらにタイル 
　パネルの場合はユニットを重ねないようにする。
④外部に保管する場合は、シートを借用の上、養生を行う。
⑤シートは風で飛ばされないようロープ掛けをする。
⑥素地仕上げを行うECPの外部保管の場合は、地面にビニールの捨て敷 
　きを行い、水や泥はねによる汚れの防止をする。
⑦荷の上に乗ったり、物を乗せたりは、安全上禁止である。
⑧ユニット間でECPを手作業盛り替えする場合などは2人以上で行い、
　指詰めに注意する。

●台車の変形、歪みを点検する。
●車止めをはずす際は、荷が移動
　しない様にしっかり押さえる。

●ハンドパレットは、材の中心を
　確認して差し込む。
●上下動は静かに行う。
●屋内保管を原則とする。
●外部保管の場合は、平坦な場所
　を選定する。
●シート養生を行う。
●輪木は、材料に直角に配置する。

●パネルの上にペットボトルや缶
　飲料を置かない。

←

小運搬用具

小運搬方法

四輪台車をはずす

↑
上に持ち上げる

台木を入れて静かに降ろす

仮置き

ℓ/5 ℓ/53ℓ/5 25cm 25cm中央

1m以内

第7章　小運搬・保管

作業項目 作業内容 注意事項

四輪台車 ハンドパレット

ハンドパレットを入れる

積置き時の輪木の配置

ECPが4m以下の場合 ECPが4mを越える場合

床に不陸がある場合は別途協議する

※ステージなどに出る場合は、フルハーネス型安全帯を使用。



－27－－26－

（1）施工図・施工要領書の内容
の確認

（2）墨出し作業

（3）下地金物の取付作業

（4）留付金具（Zクリップ）
のセット

（5）Vパッキングの張り付け

（6）板の吊り込み

（7）板の建て込み

（8）壁つなぎの盛り替え

（9）建て込み完了後ECPの補修
を行う

①施工の手順、仕様を打ち合わせる。

①割付図に基づいて、基準墨より施工墨を出す。

①溶接により、下地金物（ブラッケット含む）を取り付ける。
②スラグを落とし、熱が無くなってから、溶接部分の錆び止めを行う。

①ECPの裏面にドリルで穴明けし、Zクリップをボルトで仮留めする。

①VパッキングをECP凸側に張り付ける。

①ウィンチを足場にワイヤーで固定する。
②ECPを施工場所付近へ小運搬し、吊り具をセットする。
③ウィンチを巻き上げながらECPを建て起こし、足場と躯体の間に吊
　り出す。

①ECPを所定の位置にセットする。
②Zクリップを取付下地に仮留めする。
③ECPを手で押えながら吊り具を外す。
④建て込み精度を確認し、Zクリップを本締めする。
⑤上向きZクリップを溶接固定する。
⑥Zクリップ溶接部の錆び止めを行う。

①専用金物をECP取付下地に溶接により取り付ける。
②壁つなぎは速やかに盛り替えて貰うよう元方と打ち合わせる。

①ECPの角欠け、クラック等の全数外観検査を行う。
②補修方法は「ECP施工標準仕様書」3．6　パネルの補修による。

●足場あるいは、開口部付近での
　作業にはフルハーネス型安全帯
　を使用する。

●溶接機は始業時に点検を行う。
●付近の可燃物は、取り除く。
●消火器具を用意する。
●火花養生をする。
●上下作業は行わない。
●火傷に注意する。

●ECP粉を飛散させないように集
　塵機を使用する。

●ウィンチはしっかり固定する。
●運搬路の障害物を取り除く。
●足の上にECPを落とさないよう
　注意する。
●建て込みが完了している事を確
　認してから吊り出す。
●吊り荷内は立入禁止とする。
●上下作業は行わない。
●足場にぶつけない様注意する。

●落下防止の処置をする。
●下部は立入禁止措置をする。
●工具の落下に注意する。

●壁つなぎの位置は元方責任者と
　十分打ち合わせる。
●指定された箇所は必ず設ける。
●事前に設置されている足場継ぎ
　の撤去は必要以上に行わない。

第8章　建て込み（外壁縦張り工法）

作業項目 作業内容 注意事項

孔明け 切　断

P31　孔明け、切断図参照

立てた時は必ず2名以上でささえる。 2名以上でパネルを運ぶ。

U型二輪車など小運搬用工具を運び、
必ずもう一人がセットする。

パネルを立てる時は必ず2名以上で行う

小運搬

自動電撃防止装置の作動を確認

乾燥した衣類を着用

アースをとる 接続部をテーピング

損傷のないキャブタイヤを使用

作業終了・中断時は
スイッチを切る

破損のないホルダーを使用

防護具の着用
（メガネ・マスク）

溶　接

安全帯



－27－－26－

（1）施工図・施工要領書の内容
の確認

（2）墨出し作業

（3）下地金物の取付作業

（4）留付金具（Zクリップ）
のセット

（5）Vパッキングの張り付け

（6）板の吊り込み

（7）板の建て込み

（8）壁つなぎの盛り替え

（9）建て込み完了後ECPの補修
を行う

①施工の手順、仕様を打ち合わせる。

①割付図に基づいて、基準墨より施工墨を出す。

①溶接により、下地金物（ブラッケット含む）を取り付ける。
②スラグを落とし、熱が無くなってから、溶接部分の錆び止めを行う。

①ECPの裏面にドリルで穴明けし、Zクリップをボルトで仮留めする。

①VパッキングをECP凸側に張り付ける。

①ウィンチを足場にワイヤーで固定する。
②ECPを施工場所付近へ小運搬し、吊り具をセットする。
③ウィンチを巻き上げながらECPを建て起こし、足場と躯体の間に吊
　り出す。

①ECPを所定の位置にセットする。
②Zクリップを取付下地に仮留めする。
③ECPを手で押えながら吊り具を外す。
④建て込み精度を確認し、Zクリップを本締めする。
⑤上向きZクリップを溶接固定する。
⑥Zクリップ溶接部の錆び止めを行う。

①専用金物をECP取付下地に溶接により取り付ける。
②壁つなぎは速やかに盛り替えて貰うよう元方と打ち合わせる。

①ECPの角欠け、クラック等の全数外観検査を行う。
②補修方法は「ECP施工標準仕様書」3．6　パネルの補修による。

●足場あるいは、開口部付近での
　作業にはフルハーネス型安全帯
　を使用する。

●溶接機は始業時に点検を行う。
●付近の可燃物は、取り除く。
●消火器具を用意する。
●火花養生をする。
●上下作業は行わない。
●火傷に注意する。

●ECP粉を飛散させないように集
　塵機を使用する。

●ウィンチはしっかり固定する。
●運搬路の障害物を取り除く。
●足の上にECPを落とさないよう
　注意する。
●建て込みが完了している事を確
　認してから吊り出す。
●吊り荷内は立入禁止とする。
●上下作業は行わない。
●足場にぶつけない様注意する。

●落下防止の処置をする。
●下部は立入禁止措置をする。
●工具の落下に注意する。

●壁つなぎの位置は元方責任者と
　十分打ち合わせる。
●指定された箇所は必ず設ける。
●事前に設置されている足場継ぎ
　の撤去は必要以上に行わない。

第8章　建て込み（外壁縦張り工法）

作業項目 作業内容 注意事項

孔明け 切　断

P31　孔明け、切断図参照

立てた時は必ず2名以上でささえる。 2名以上でパネルを運ぶ。

U型二輪車など小運搬用工具を運び、
必ずもう一人がセットする。

パネルを立てる時は必ず2名以上で行う

小運搬

自動電撃防止装置の作動を確認

乾燥した衣類を着用

アースをとる 接続部をテーピング

損傷のないキャブタイヤを使用

作業終了・中断時は
スイッチを切る

破損のないホルダーを使用

防護具の着用
（メガネ・マスク）

溶　接

安全帯



300～400300～400

－29－－28－

・ウインチはしっかり固定する
・運搬路の整理整頓
・建て込み完了後に吊り出す
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・フルハーネス型安全帯を使用する
・墜落防護を設ける

・フルハーネス型安全帯を使用する
・工具を落とさないように
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・墜落防護を設ける
・足場にぶつけないように

声を掛け合う

声を掛け合う

声を掛け合う

安全帯

親づな

フルハーネス型 命綱



300～400300～400

－29－－28－

・ウインチはしっかり固定する
・運搬路の整理整頓
・建て込み完了後に吊り出す
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・フルハーネス型安全帯を使用する
・墜落防護を設ける

・フルハーネス型安全帯を使用する
・工具を落とさないように
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・墜落防護を設ける
・足場にぶつけないように

声を掛け合う

声を掛け合う

声を掛け合う

安全帯

親づな

フルハーネス型 命綱



－31－－30－

（1）施工図・施工要領書の内容
の確認

（2）墨出し作業

（3）下地金物の取付け作業

（4）留付金具（Zクリップ）
のセット

（5）Vパッキングの張り付け

（6）板の吊り込み

（7）板の建て込み

（8）壁つなぎの盛り替え

（9）建て込み完了後ECPの補修
を行う

①施工の手順、仕様を打ち合わせる。

①割付図に基づいて、基準墨より施工墨を出す。

①溶接により、下地金物（ブラケット含む）を取り付ける。
②スラグを落とし、熱が無くなってから、溶接部分の錆び止めを行う。

①ECPの裏面に電動ドリルで穴明けをし、Zクリップをボルトで仮留め 
　する。

①VパッキングをECP凸側に張り付ける。

①ウィンチを足場にワイヤーで固定する。
②ECPを施工場所付近へ小運搬し、吊り具をセットする。
③ECPの材長1/3程度送り出し、ウィンチを巻き上げながらECPを
　足場と躯体の間に平行に出す。
④ECPを下階へ吊り降ろす。

①施工済のECPの上部にECPを吊り下げセットする。
②取付下地に硬質パッキングを張り付ける。
③Zクリップを取付下地に仮留めする。
④ECPを手で押えながら吊り金具を外す。
⑤建て込み精度を確認し、Zクリップを下地に本締めする。
⑥ECP3段毎に重量受金物を溶接固定する。
⑦Zクリップを溶接固定する。
⑧Zクリップ溶接部の錆び止めを行う。

①専用金物をECP取付下地に溶接により取り付ける。
②壁つなぎは速やかに盛り替えて貰うよう元方と打ち合わせる。

①ECPの角欠け、クラック等の全数外観検査を行う。
②角欠け、15cm×15cmを超えるもの、留付部にクラックのあるも
　のは取り替える。
③軽微な角欠けは補修材にて補修する。

●足場或いは、開口部付近での作 
　業には安全帯を使用する。

●溶接機は始業時に点検を行う。
●付近の可燃物は、取り除く。
●消火器具を用意する。
●火花養生を行う。
●上下作業を行わない。
●火傷に注意する。

●ECP粉を飛散させないように集
　塵機を使用する。

●ウィンチはしっかり固定する。
●運搬路の障害物を取り除く。
●足の上にECPを落とさない様に
　注意する。
●建て込みが完了している事を確
　認してから吊り出す。
●下階作業者はECP吊り下げ時は
　受取りに専念する。　
●吊り荷内は立入禁止とする。
●落下防止の処置をする。
●足場にぶつけない様注意する。

●落下防止の処置をする。
●下部は立入禁止とする。
●工具の落下に注意する。

●壁つなぎの位置は元方責任者と
　十分打ち合わせる。
●指定された箇所は必ず設ける。
●事前に設置されている足場継ぎ
　の撤去は必要以上に行わない。

溶　接

第9章　建て込み（外壁横張り工法）

作業項目 作業内容 注意事項

孔明け 切　断

P27　溶接図参照

立てた時は必ず2名以上でささえる。 2名以上でパネルを運ぶ。

U型二輪車など小運搬用工具を運び、
必ずもう一人がセットする。

パネルを立てる時は必ず2名以上で行う

小運搬



－31－－30－

（1）施工図・施工要領書の内容
の確認
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（6）板の吊り込み

（7）板の建て込み

（8）壁つなぎの盛り替え

（9）建て込み完了後ECPの補修
を行う

①施工の手順、仕様を打ち合わせる。
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●足場或いは、開口部付近での作 
　業には安全帯を使用する。

●溶接機は始業時に点検を行う。
●付近の可燃物は、取り除く。
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●建て込みが完了している事を確
　認してから吊り出す。
●下階作業者はECP吊り下げ時は
　受取りに専念する。　
●吊り荷内は立入禁止とする。
●落下防止の処置をする。
●足場にぶつけない様注意する。
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●壁つなぎの位置は元方責任者と
　十分打ち合わせる。
●指定された箇所は必ず設ける。
●事前に設置されている足場継ぎ
　の撤去は必要以上に行わない。
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必ずもう一人がセットする。

パネルを立てる時は必ず2名以上で行う

小運搬



－33－－32－

300～400

声を掛け合う

声を掛け合う

300～400

声を掛け合う

声を掛け合う

・フルハーネス型安全帯を使用する
・工具を落とさないように
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・墜落防護を設ける

・ウインチはしっかり固定する
・運搬路の整理整頓
・足場にぶつけないように
・建て込み完了後に吊り出す
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
・フルハーネス型安全帯を使用する
・墜落防護を設ける
・下階では受け取りに専念する

荷の下には絶対入らない

フルハーネス型安全帯フルハーネス型安全帯

親づな

親づな

フルハーネス型安全帯

フルハーネス型安全帯

親づな
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・運搬路の整理整頓
・足場にぶつけないように
・建て込み完了後に吊り出す
・上下作業はしない
・吊り荷内は立入禁止
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フルハーネス型安全帯フルハーネス型安全帯
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フルハーネス型安全帯
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原材料と

して利用

が不可能

なもの

原材料として

利用可能性が

あるもの

そのまま

原材料と

なるもの

廃プラスチック
類

作業所の事務所での作業、作業員の飲食等に
伴う廃棄物
（図面、雑誌、飲料空缶、弁当がら、生ご
み）

事務所ごみ等

がれき類

ガラスくず及び
陶磁器くず

金属くず

ゴムくず

廃石綿等
飛散性アスベスト廃棄物（除去された吹付石
綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆板、
石綿が付着したシート・作業衣等）

建
設
発
生
土
等

建設発生土

有　価　物

一
般
廃
棄
物

建
設
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

建
設
副
産
物

特別管理産業廃棄物

工作物の除去に伴って生じたコンクリートの
破片、 その他これに類する不要物
①　コンクリート破片
②　アスファルト・コンクリート破片
③　レンガ破片
ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レ
ンガくず
廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムく
ず、廃タイヤ、廃シート類
鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや
保安塀くず、廃缶類
天然ゴムくず

汚泥

掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水の
もの（泥土）のうち、廃棄物処理法に規定す
る産業廃棄物として取り扱われるもの（泥土
とは建設発生土のうちコーン指数が200kN/
㎥未満のもの）

ガラスくず及び
陶磁器くず、が
れき類

廃石膏ボード（ただし、付着している紙をと
り除いた場合の石膏は、安定型最終処分場で
処分できる。）
有機性のものが付着・混入した廃容器・包装

廃プラスチック
類

有機性のものが付着・混入した廃容器・包装

金属くず
有機性のものが付着・混入した廃容器・包装

鉛管、廃プリント配線版、鉛蓄電器の電極

木くず
解体木くず（木造家屋解体材、内装撤去材）
新築木くず（型枠、足場材等、内装・建具工
事等の残材）、伐採材、伐根材

紙くず 包装材、 ダンボール、 壁紙くず、障子
繊維くず 廃ウェス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん

廃油
アスファルト乳剤等の使用残査（タールピッ
ッチ類）
防水アスファルト、重油

廃 P C B 等 PCBを含有したトランス、コンデンサ、蛍光
灯安定器

廃酸（pH2.0以下） 硫酸等（排水中和剤）
廃アルカリ（pH12.5
以上）

六価クロム含有臭化リチウム（冷凍機冷媒）

引火性廃油（引火点
70°C以下） 揮発油類、灯油類、経由類

安
定
型
処
分
場
で
処
分
で
き
る
も
の

安
定
型
処
分
場
で
処
分
で
き
な
い
も
の

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂、その他これに類する
もの

スクラップ等他人に有償で売却できるもの

建設副産物の具体例

〔資源の有効な利用の促進に関する法律〕

再生資源

廃棄物

　有害・危険

　なもの等

・アスベスト

・コンクリート魂

・アスファルト・コ
　ンクリート魂

・建設発生木材
・建設混合廃棄物

・建設汚泥

・建設発生土

・金属くず

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律〕

太字は資源の有効な利用の促

進に関する法律の指定副産物

　　は特定建設資材廃棄物

第10章　廃棄物処理

建設現場で発生したECPの余材は、分別のうえ適切な処置をする。
　
①余剰材
　　〔定義〕
　　　現場での破損対応用に納入した予備材で、現場での加工がなされて
　　　おらず、他現場でそのまま利用可能な材料。

　　〔処置〕
　　　ECP工事下請会社（販売工事店）が持ち帰るか、②端材と同様に処
　　　理する。

②端材
　　〔定義〕
　　　現場で切断加工した材料の切れ端。

　　〔処置〕
　　　建設廃棄物として処理する。

①ECPは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当し、特別
管理産業廃棄物には該当しない。
　そのため、最終処分は安定型最終処分場への処分となる。

②ECPは、まだ産業廃棄物広域再生利用指定（認定）制度の対象にはなって
いない。また、ECPは特定建設資材にも該当しない。
　そのため、製造工場に持ち帰る事は出来ないので、建設廃棄物として処理
する。

③ECPの廃棄産業物は、ECP工事下請会社（販売工事店）では現場の指定
された場所への集積までとするので、廃棄物の運搬及び処分は、元請業者
様より直接有資格会社に発注する。

1.　廃棄物の定義

2.　廃棄物処理
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　　　現場での破損対応用に納入した予備材で、現場での加工がなされて
　　　おらず、他現場でそのまま利用可能な材料。

　　〔処置〕
　　　ECP工事下請会社（販売工事店）が持ち帰るか、②端材と同様に処
　　　理する。

②端材
　　〔定義〕
　　　現場で切断加工した材料の切れ端。

　　〔処置〕
　　　建設廃棄物として処理する。

①ECPは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当し、特別
管理産業廃棄物には該当しない。

　そのため、最終処分は安定型最終処分場への処分となる。

②ECPは、まだ産業廃棄物広域再生利用指定（認定）制度の対象にはなって
いない。また、ECPは特定建設資材にも該当しない。

　そのため、製造工場に持ち帰る事は出来ないので、建設廃棄物として処理
する。

③ECPの廃棄産業物は、ECP工事下請会社（販売工事店）では現場の指定
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賛助会員
青 山 鋼 業 株 式 会 社

株 　 式 　 会 　 社 　 建 　 庄

株 式 会 社 後 藤 商 店

サ ン コ ー テ ク ノ 株 式 会 社
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